
歯科臨床研修修了判定基準（令和 5年度～） 

 

【１年次】 

歯科臨床研修の到達目標 

歯科医師は、病める人の尊厳を守り、医療の提供と公衆衛生の向上に寄与する職業の重大性を深く認識し、

歯科医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）及び歯科医師としての使命の遂行に必要な資質・能

力を身に付けなくてはならない。歯科医師としての基盤形成の段階にある研修医は、基本的価値観を自らのも

のとし、基本的診療業務ができるレベルの資質・能力を修得する。 

 

歯科臨床研修修了判定 

研修期間１年間の終了時に、久留米大学病院歯科臨床研修管理委員会、臨床研修委員会において総合的に

修了の判定をおこなう。 

 

(1)研修実施期間の評価 

・研修期間（原則として１年間）を通じた休止期間の上限は 45 日（研修機関（施設）において定める休日は含

めない。）とすること。 

・研修休止の理由として認めるものは、傷病、妊娠、出産、育児その他正当な理由（研修プログラムで定められ

た年次休暇を含む）であること。 

 

(2)研修目標の達成度の評価 

久留米大学病院歯科臨床研修管理委員会が評価する。 

①評価 

・必要な症例数 163症例を経験すること。 

・指導歯科医は「久留米大学病院 研修歯科医 評価票」に基づき評価を行い、全ての評価項目で「評価レベ

ル３」以上の場合に修了と判定とする。 

②教育行事参加の状況 

・研修医会（基準は設けていないが、基本的に出席することとしている）、院内ＣＰＣ（年４回以上）、医療安全・

感染対策（年各２回以上）、新採用者オリエンテーション（採用時受講必須）などの教育的行事に出席する。 

 

(3)臨床歯科医としての適性の評価 

・久留米大学病院 研修歯科医 評価票にて指導歯科医が「レベル３」以上の評価をしていることを基に 

歯科臨床研修管理委員会にて評価する。 



歯科臨床研修修了判定基準（令和 5年度～） 

 

【２年次】 

歯科臨床研修終了後にアドバンスコースとしてさらに幅広い歯科臨床研修を実践する１年間の修了時に、臨床

研修委員会において総合的に修了の判定をおこなう。 

 

（1）研修実施期間の評価 

・研修期間 2年間を通じた休止期間の上限は 90日とする。 

・研修休止の理由として認められるものは、傷病、妊娠、出産、育児、その他の正当な理由であること。 

 

（2）研修目標の達成度の評価 

１）臨床研修の到達目標を基に、評価表を用いて達成度を臨床研修委員会が評価する。 

2）教育行事参加の状況 

・研修医会、院内ＣＰＣ（年４回以上※外勤・出向でやむをえない場合は２回以上とする。）、 

医療安全・感染対策（年各２回以上）、教育的行事への出席状況は判定会議の資料とする。 

（3）臨床歯科医としての適性の評価 

・臨床研修委員会にて評価する。 

 


